
 ※下線部分が変更箇所 

改 正 後 改 正 前 

２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置 

(1) 事業主が講ずべき一般的な措置 

イ・ロ （略） 

ハ 年次有給休暇を取得しやすい環境の整備 

労働者が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るために

は、原則として労働者がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇

の取得が必要不可欠である。また、育児・介護等に必要な時間の確保に

も資すると考えられる。特に、労働者が仕事を重視した生活設計をする

ことにより、労働が長時間に及ぶ場合においては、年次有給休暇の取得

が健康の保持のために重要である。 

しかしながら、年次有給休暇については、周囲に迷惑がかかること、

後で多忙になること、職場の雰囲気が取得しづらいこと等を理由に、多

くの労働者がその取得にためらいを感じている。逆に、その取得にため

らいを感じない労働者がその理由として掲げているのは、職場の雰囲気

が取得しやすいこと等となっている。 

年次有給休暇の取得は、企業の活力や競争力の源泉である人材がその

能力を十分に発揮するための大きな要素であって、生産性の向上にも資

するものであり、企業にとっても大きな意味を持つものである。さらに、

その取得率が向上すれば、経済・雇用面への効果も期待できる。 

このため、事業主は、年次有給休暇の完全取得を目指して、経営者の

主導の下、取得の呼びかけ等による取得しやすい雰囲気づくりや、労使

の年次有給休暇に対する意識の改革を図ること。 

また、計画的な年次有給休暇の取得は、年次有給休暇取得の確実性が

高まり、労働者にとっては予定通りの活動を行いやすく、事業主にとっ

ては計画的な業務運営を可能にする等効用が高い。したがって、年次有

給休暇の取得促進を図るためには、特に、計画的な年次有給休暇取得の
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一層の推進を図ることが重要である。計画的な年次有給休暇の取得に

は、労使間で１年間の仕事の繁閑や段取り及び当面達成すべき目標とし

ての取得率の目安を話し合うことが必要であり、労使双方にとって合理

的な仕事の進め方を理解し合うためにも有益な手段であると考えられ

る。事業主は、年次有給休暇の取得促進を図るため、業務量を正確に把

握し、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給休暇の完全取得

に向けた取得率の目標設定の検討及び業務体制の整備、取得状況の把握

を行うこと。その際、労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間

の話合いの機会において年次有給休暇の取得状況を確認する制度を導

入するとともに、取得率向上に向けた具体的な方策を検討すること。ま

た、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 39 条第６項に基づく年次

有給休暇の計画的付与制度の活用を図ること。その際、連続した休暇の

取得促進に配慮するとともに、当該制度の導入に向けた課題及び解決策

について検討すること。 

さらに、週休日と年次有給休暇とを組み合わせた２週間程度の連続し

た長期休暇の取得促進を図ること。その際、当該事業場の全労働者が長

期休暇を取得できるような制度の導入に向けて検討するとともに、取得

時期については、休暇中の渋滞、混雑の緩和、労働者の経済的負担の軽

減などの観点から分散化を図り、より寛げる休暇となるよう配慮するこ

と。 

これらに加え、年次有給休暇取得促進の観点から、労働基準法第 39

条第４項に基づく年次有給休暇の時間単位付与制度（以下「時間単位付

与制度」という。）の活用や、半日単位での年次有給休暇の利用につい

て、連続休暇取得及び１日単位の取得の阻害とならない範囲で、労働者

の希望によるものであることを前提としつつ、検討すること。 

また、仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないよう

にする観点から、労働基準法第 39 条第１項及び第３項に規定する雇入

れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮するこ

と、同条第２項及び第３項に規定する年次有給休暇の最大付与日数に達
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するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏

まえ検討すること。 

さらに、地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイ

ベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。 

ニ～ト （略） 

(2) 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置 

イ～ハ （略） 

ニ 公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者 

事業主は、労働基準法第７条において、労働者が公民としての権利を行

使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合において

は、拒んではならないこととされていることを踏まえ、公民としての権利

を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けるこ

とについて検討すること。 

なお、労働者が裁判員の職務を行う場合については、裁判員の参加する

刑事裁判に関する法律（平成 16年法律第 63号）第 100条において、労働

者が当該職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として、解雇その

他不利益な取扱いをしてはならないこととされていることに留意するこ

と。 

ホ 単身赴任者 

（略） 

ヘ 自発的な職業能力開発を図る労働者 

（略） 

ト 地域活動等を行う労働者 

（略） 

チ その他特に配慮を必要とする労働者 

（略） 

(3)・(4) (略) 
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